
 

1 

【事業報告付属明細書１】 東法連の令和 2年度税制改正要望事項 

１．国税・地方税 

（１）法人税 

①法人税率の引下げ【継続要望、一部修正】 

平成２８年度の税制改正で法人実効税率は、目標としていた「２０％」台を実現、

平成３０年度には２９．７４％となった。 

しかし、周辺アジア諸国（45ヵ国）の平均は２０．０５％、ＯＥＣＤ加盟国の平均

は２４．１８％であり、米国でも連邦実効税率が 35%から 21%へ引き下げられてい

る。経済のグローバル化が進み、ASEAN の枠組みの中だけでさえも、日本企業の海

外流出が加速しかねない。国際競争力の強化、国内産業の活性化や立地競争力の強化

の観点から、２５％程度まで引下げるよう求める。 

②課税ベースの拡大について【継続要望】 

円安による原材料費の高騰や人手不足による人件費の高騰により、地域経済と雇用

の７０％を支える中小企業の経営環境は依然として厳しい。そのような中、特に従業

員給与に課税する外形標準課税の拡大は、中小企業の事務負担が増大し、賃金引上げ

や雇用維持に悪影響を与え、地域経済再生に逆行するものであり、中小企業への課税

ベースの拡大は行なうべきではない。 

③中小企業軽減税率の引き下げ等【継続要望・一部修正】 

平成３１年度（令和元年度）税制改正によって中小企業者等の法人税率の特例が、

令和２年度末に２年間延長された。 

我が国経済の成長の源であり、地域経済や雇用に大きな役割を担っている中小企業

の成長を後押しするためにも、租税特別措置による中小企業軽減税率については、本

則化するとともに、一層の引下げを求める。また、昭和５６年以来、課税所得８００

万円以下に据え置かれている中小企業軽減税率の適用所得金額について、１，６００

万円への大幅な引上げを求める。 

④交際費課税制度の見直し【継続要望・一部修正】 

中小法人の交際費課税の特例が、令和元年度末に適用期限を迎える。交際費は企業

にとって、事業の維持、拡大のうえで必要不可欠のものであり、景気対策に資するも

のである。恒久化は当然として、定額控除限度額の引上げに止まらず、交際費の全額

損金化を求める。 

⑤中小企業の欠損金の繰戻し還付制度の拡充【継続要望・一部修正】 

中小企業の欠損金の繰戻し還付制度が、令和元年度末に適用期限を迎える。現行、
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繰戻し期間が１年に限定されているが、欠損法人のキャッシュフロー対策として、３

年程度へ見直すとともに、恒久化を求める。 

⑥役員給与の取扱い【継続要望、一部修正】 

役員給与の取扱いについて、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与以外

については損金不算入とされているが、業績連動給与について同族会社は損金算入適

用対象外となっている。経営意欲、企業活力を発揮させるため、同族会社についても

一定の要件の下で損金算入を認めるよう強く求める。 

また、定期給与の改定については、特別の事情があると認められない限り、 

３ヶ月を経過すると認められないが、経済変動が激しい実態に照らし、年度途中での

改定を認めるべきである。 

⑦生産等設備投資促進税制の復活【継続要望、一部修正】 

平成２８年度末に廃止された「生産等設備投資促進税制」は「中小企業経営強化税

制」に生まれ変わり、平成３１年度（令和元年度）税制改正において、働き方改革に

資する設備投資を明確化した上で２年間延長されたが、設備の取得前に計画認定を受

ける必要があり、使い勝手が悪い。戦後最長の景気拡大と言われているが、中小企業

まで浸透しておらず、道半ばである。生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図

るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から、中小企業を対象に生産

等設備投資促進税制を復活させることを求める。 

⑧中小企業投資促進税制の拡充・恒久化【継続要望・一部修正】 

平成３１年度（令和元年度）税制改正において、令和２年度末まで２年間延長され

た。中小企業の生産性向上・競争力強化を図るために、対象設備の拡大、価格要件の

緩和等、経営力向上計画の認定が不要な中小企業投資促進税制の更なる拡充および恒

久化を求める。 

⑨少額減価償却資産特例の拡充・恒久化【継続要望・一部修正】 

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が、令和元年度末に適用期限を迎え

る。償却資産管理や納税等の事務負担を軽減するため、少額減価償却資産の全額即時

損金算入制度について、全ての企業においても、取得価格１０万円未満から３０万円

未満に引上げることを求める。また、中小企業の利用頻度が高く、既に定着している

ことから恒久化し、更なる利便性・効率性の向上、設備投資促進の観点から、取得価

額の引上げおよび取得合計額の上限撤廃することを求める。 
 

（２）所得税  

所得税の配偶者控除および課税方式の見直しについて【継続要望・一部修正】 
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一億総活躍社会の実現にむけた働き方改革をすすめるためには、就業調整をしなく

て済む抜本的な見直しと、各種子育て支援策の拡充が必要であり、社会保障制度も含

めて幅広い視点で議論すべきである。 

また、急激な税負担の増加防止や少子化対策の観点から、世帯単位課税（Ｎ分Ｎ乗

方式）の導入等課税方式の見直しも同時に検討を進めることを求める。 
 

（３）資産税 

①事業承継税制【継続要望・一部修正】  

事業承継税制の拡充の一環として、個人事業者向け事業承継税制も新設されたが、

中小企業の円滑な事業承継を図るためには、事業用資産を一般資産から切り離した本

格的な事業承継税制の創設が必要である。引き続き納税猶予制度の更なる利用促進を

はかるため以下の要件の見直しを求める。 

・相続税の納税猶予制度取消の場合の延納・物納の認可 

・会社の事業資金の担保に提供している土地・建物も、相続税・贈与税の納税猶予

の対象とする。 

・取引相場のない株式の評価方式を中小企業の実態により即した評価方式に見直す。 

②相続税【継続要望】 

平成２７年１月より、基礎控除の引下げとともに最高税率を５５％に引き上げる等

税率構造の見直しが行なわれた。このため特に大都市圏においては、急激な負担増と

課税対象の大幅な増加を招いている。 

大都市圏の相続人の負担を緩和するため、また、少子化の現実を踏まえ、法定相続

人 1人あたりの控除額を現行の６００万円から従前の１，０００万円に引上げるよう

求める。加えて、事業承継の円滑化の観点から、小規模宅地等についての相続税の課

税価挌の計算の特例における事業用宅地の適用対象面積の更なる拡大を求める。 

③相続時精算課税制度【継続要望】  

相続時精算課税制度を活用した相続税額の計算については、贈与時の評価額をもと

に行われることになっているが、相続が発生し、生前贈与した財産の評価額が下落し

ていた場合、思わぬ税負担を強いられることになる。贈与時の評価額と相続時の評価

額のいずれか低い額により計算できるよう求める。 

またその場合、居住用宅地等については「小規模宅地等についての相続税の課税価

格の計算の特例」が受けられるようにすべきである。 

④担保提供した個人資産の評価方法の見直し【継続要望】 

中小企業経営において、経営者の個人資産を担保提供することが多いが、その資産
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は債権者の承諾なしに処分ができないなど大きな制約を受ける。 

円滑な事業承継を促進するためには、法人経営のために担保提供した資産は事業用

資産に準じるものとして取り扱い、評価額の縮小や税負担の減額等、相続税の評価  

方法の見直しを求める。 

（４）消費税  

①軽減税率について【継続要望】 

平成２８年度の税制改正において、消費税率引上げに伴う低所得者対策として、軽

減税率制度が令和元年 10 月に導入されることとなった。軽減税率制度は、社会保障

制度財源の毀損、対象品目の線引きにおける混乱、高所得者に恩恵がおよび低所得者

対策としては非効率であり、中小企業者にとっては事務・コストにおいて極めて負担

が大きいことから、本質的に導入されるべきではない。導入する場合であっても、導

入後の状況を検証し、問題がある場合には、単一税率にすることを求める。当面、軽

減税率制度導入については、経理・会計システム対応等に時間とコストを要するだけ

でなく、キャッシュレス化対応等新たな負担もあり、引き続き周到な制度周知ときめ

細かな支援措置の実施を求める。 

また、消費税増税については、「社会保障制度と税の一体改革」「行政改革」等、各

種改革の履行を前提に導入を認めた経緯を鑑み、今後も法人会として改革履行状況を

注視していくこととする。 

②適格請求書等保存方式（インボイス制度）について【継続要望】 

消費税引上げに伴い平成３１年１０月から区分記載請求書方式、平成３５年１０月

から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されることとなった。移行に  

伴う煩雑な事務処理等で、事業者に対して過度なコストや事務負担とならないよう 

柔軟な運営と必要な助成を求める。また、小売事業者にレジの導入・システム改修の

支援措置が設けられているが、インボイス制度の導入には、全ての事業者の経理業務

の見直しが必要なことから、これらに対する新たな支援措置の実施を求める。 

③価格転嫁対策【継続要望】 

平成２５年 6 月に消費税転嫁対策特別措置法が成立し様々な施策が講じられるこ

ととなったが、中小企業者の間で価格転嫁についての不安は未だ大きく、円滑かつ適

正な価格転嫁に支障が生ずることのないよう、引き続き事業者の実態を十分に把握し

ながら関係機関が連携のうえ強力かつ確実に実行されるよう求める。 

（５）地方税 
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①固定資産税の抜本的見直し【継続要望・一部修正】 

固定資産税については、特に都市部で地価上昇が顕著であり重税感が高まっており、

負担軽減を求める。評価方式は収益還元価格方式に改めるよう求める。 

②固定資産税免除の創設等【継続要望・一部修正】 

設備投資の促進を図るため、固定資産税における減価償却資産の免税点１５０万円

を大幅に引き上げることを求める。併せて中小企業の資産管理・納税事務負担の軽減、

事務効率化を図るため「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特

例」において対象取得価格の引き上げを求める。 

③東京都における「中小企業者向け省エネ促進税制」の拡充【継続要望】 

東京都の「中小企業者向け省エネ促進税制」について、平成２７年 4月に対象期間

が５年延長された。省エネ努力へのインセンティブとして、減免額の引上げや対象  

機器の拡大などの拡充を求める。 

④事業所税の廃止【継続要望】  

固定資産税との二重負担になっており、また対象地域での新規開業や雇用創出の 

阻害要因にもなっている。都市計画税が徴収されている中、すでに本税の目的は達成

されており廃止すべきである。 

⑤個人住民税特別徴収事務の簡素化【継続要望】  

特別徴収義務者の事務の簡素化等に資するため、納入先市区町村別の明細書を添付

することにより、当該事業所を所管する市区町村において、一括納入ができるように

することを求める。また、合わせて地方税の申告書・納付書の規格、様式の統一を図

ることを求める。 

⑥過度な地方法人課税の偏在是正の見直し【新規要望】 

政府がすすめる自治体間の税収格差是正で、東京都の財源を地方に分配する仕組み

が更に強化された。一人あたりの地方税収は全国平均並みであることから、「受益と負

担の関係」を逸脱しないよう求める。 

２．災害復興 

（１）支援体制の強化【継続要望、一部修正】 

東日本大震災や水害等の甚大な災害が発生した場合、被災地域、披災企業の復旧・

復興を加速するために「特区」新設等を検討し、税制における支援体制の強化だけで

はなく雇用や投資に対する財政面の支援強化も検討し、被災企業の復興や企業の誘致

による雇用の確保につながるよう多面的な支援体制が必要である。 
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（２）復興特別所得税【継続要望】 

復興予算について、単なる「バラマキ」とならないよう、その使途・効率性・公平

性の厳格な審査・検証が必要であるとともに、復興特別所得税が恒久化することがな

いよう求める。 

３．その他 

（１）社会保障・税の共通番号制度（マイナンバー）【継続要望】 

行政の効率化や利便性の向上、国民の社会保障や税の給付と負担の公平性と透明性

を実現する等メリットは大きいが、個人情報の流出や悪用への対応や費用対効果が課

題となる。 

個人情報の管理に万全を期し、コストの明確化により、国民の納得と理解を得なが

ら推進するよう求める。 

また、事業者に対して過度なコストや事務負担とならないよう柔軟な運営と必要な

助成を求める。 

（２）創業企業にかかわる税制上の支援【継続要望】 

新設した中小企業の基盤確立、成長力育成、雇用促進のために下記措置の検討を求

める。また設立にかかる手続きの簡素化も求める。 

ｱ 法人税の軽減 

ｲ 欠損金の繰越控除期間（９年）の延長（創業後５年間に生じたもの） 

ｳ 設立に係る印紙税および登録免許税の廃止 

ｴ 創業資金に係る贈与税の非課税枠の創設（1回限り１０００万円程） 

ｵ エンジェル税制の拡充 
 

（３）印紙税の廃止【継続要望】 

印紙税については、電子商取引には課税されず文書による取引には課税されるとい

った不公平感がある。取引形態の変化により電子決済が普及しペーパレス化が進む中、

公平性や消費税との二重課税の観点から廃止を求める。 
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【事業報告付属明細書２】 令和元年度 単位会別会員数

 

平成31年

4月1日

令和2年

3月31日

麹　　町 7,192 1,646 1,611 -35 22.4% -35.0

神　　田 11,143 3,706 3,614 -92 32.4% -92.0

日  本  橋 8,088 3,334 3,240 -94 40.1% -88.5

京　　橋 11,830 2,427 2,364 -63 20.0% -75.0

芝 12,265 3,255 3,125 -130 25.5% -86.5

四　　谷 12,281 1,861 1,791 -70 14.6% -54.0

麻　　布 10,494 2,128 2,012 -116 19.2% -112.5

小 石 川 5,302 1,493 1,441 -52 27.2% -31.5

本　　郷 5,325 1,442 1,403 -39 26.3% -42.0

上　　野 7,657 2,925 2,841 -84 37.1% -91.5

浅　　草 7,172 2,525 2,371 -154 33.1% -158.0

品　　川 10,388 2,535 2,489 -46 24.0% -61.0

荏　　原 4,130 1,310 1,267 -43 30.7% -41.5

大　　森 8,049 1,632 1,590 -42 19.8% -47.5

雪　　谷 5,813 1,210 1,171 -39 20.1% -44.5

蒲　　田 8,787 3,018 3,001 -17 34.2% -119.5

世  田  谷 11,724 1,659 1,635 -24 13.9% -34.5

北　　沢 9,646 1,814 1,781 -33 18.5% -34.0

玉　　川 9,075 1,839 1,821 -18 20.1% -31.5

目　　黒 9,530 2,521 2,479 -42 26.0% -46.0

渋　　谷 28,252 6,040 5,935 -105 21.0% -114.0

新　　宿 17,727 3,037 2,978 -59 16.8% -58.0

中　　野 8,575 1,953 1,887 -66 22.0% -65.0

杉　　並 6,015 1,644 1,698 54 28.2% 0.0

荻　　窪 2,773 2,114 2,082 -32 75.1% -57.0

板　　橋 10,134 5,786 5,723 -63 56.5% -88.0

練  馬  東 7,926 2,571 2,399 -172 30.3% -169.0

練  馬  西 6,195 1,948 1,785 -163 28.8% -142.5

豊　　島 16,603 3,280 3,244 -36 19.5% -50.0

王　　子 9,226 3,089 2,917 -172 31.6% -165.5

荒　　川 5,958 2,050 2,012 -38 33.8% -42.0

足　　立 7,394 2,734 2,630 -104 35.6% -116.0

西  新  井 7,057 5,564 5,547 -17 78.6% -17.0

本　　所 5,812 2,543 2,462 -81 42.4% -91.0

向　　島 2,869 1,280 1,212 -68 42.2% -65.0

葛　　飾 11,317 3,143 3,050 -93 27.0% -105.0

江戸川北 11,327 4,939 4,957 18 43.8% -12.0

江戸川南 5,081 2,037 2,047 10 40.3% -17.5

江 東 西 5,742 1,788 1,718 -70 29.9% -72.0

江 東 東 4,332 1,607 1,540 -67 35.5% -63.0

青　　梅 6,649 2,788 2,799 11 42.1% -5.5

八  王  子 8,396 3,129 3,050 -79 36.3% -74.0

日    　野 3,961 1,822 1,790 -32 45.2% -30.0

町　　田 5,970 2,479 2,407 -72 40.3% -84.0

立　　川 8,583 3,766 3,656 -110 42.6% -102.5

東  村  山 9,080 2,674 2,659 -15 29.3% -40.0

武  蔵  野 10,833 3,088 2,987 -101 27.6% -97.5

武蔵府中 8,870 3,664 3,652 -12 41.2% -31.0

合　計 418,548 126,837 123,870 -2,967 29.6% -3,300.5

（参考）

会員増強表彰
における

年度間増減数
(※表彰換算数値)

総会員数（賛助会員等含む）

会　名
令和2年3月末
稼働法人数

年度間
増減数

加入率
令和2年

3月31日


